
２０２２年１０月 

 

 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく 

休眠預金より支払われる職員の人権費水準について 

 

 

認定NPO法人釜ヶ崎支援機構 

 

 標記の件に関し、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する

法律」に基づき実施する事業につき、休眠預金を原資として支払う人件費水準については

以下の通りです。 

 

 

 150,000円／月～350,000円／月 

 

なお、臨時の雇入れを行う場合の時給の水準については以下の通りです。 

 

 1,050円／時～1,250円／時 


